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能登半島地震に係る災害支援（代理寄付）を行います 

 

 

 

 能登半島地震の被災地を支援するため、ふるさと納税を利用した災害支援代理寄付受付を開始

します。 

災害対応や復興に追われる被災地の事務負担軽減のため、被災地の自治体に代わって寄付金受

領書の発送や事務受付などを行います。 

 

1  受 付 開 始  令和６年１月１６日（火）～３月３１日（日） 

2  支 援 自 治 体  七尾市・珠洲市・羽咋市・志賀町・穴水町・能登町 

3  受 付 方 法  ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」にて受付します。 

4  代理寄付の仕組み   
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本件に関するお問い合わせ先 

直通 ／ ０２７－８９８－６００３ 

PRESS RELEASE 令和６年１月１６日  

電 話 

 

政策推進課 政策連携係 

寄付者 

 

前橋市 

 

①ふるさと納税で寄付 

②寄付金受領書発行 

③受け付けた寄付金 

を送付 

七尾市・珠洲市・羽咋市 

志賀町・穴水町・能登町 

優先度の高い災害対応 

に注力できる 

 


